
 

船舶事故調査報告書 

令和２年１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（桟橋） 

発生日時 平成３１年３月１７日 ０２時３０分ごろ 

発生場所 長崎県壱岐市郷ノ浦港 

 郷ノ浦港北防波堤灯台から真方位３３５°３２１ｍ付近 

 （概位 北緯３３°４４.７′ 東経１２９°４０.９′） 

事故の概要 漁船第十八慶
けい

漁
りょう

丸は、着桟操船中、桟橋に衝突した。 

事故調査の経過 平成３１年３月２９日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第十八慶漁丸、９.７トン 

 ＨＫ２－２２７８４（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 右舷船首部外板に亀裂 

桟橋 先端部に擦過傷 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、桟橋に右舷着けする目的で着桟操

船中、風の影響を考慮して左舷着けにしようと左回頭していたとこ

ろ、右舷船首部が桟橋に衝突した。 

本船は、港内が暗いので、船長が前部甲板の作業灯２個を点灯して

操船に当たっていたが、その明かりに幻惑されて船首方が見えにくい

状況であった。 

分析 本船は、着桟操船中、船長が、前部甲板の作業灯の明かりに幻惑さ

れ、桟橋との距離を正確に把握できていない状況で左回頭したことか

ら、桟橋に衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、着桟操船中、船長が、前部甲板の作業灯

の明かりに幻惑され、桟橋との距離を正確に把握できていない状況で

左回頭したため、桟橋に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・明かりに幻惑されて桟橋との距離を正確に把握できない場合は、

幻惑される位置の作業灯を消灯すること。 
 


